
千葉市成年後見制度利用支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老発０６０９００１

号厚生労働省老健局長通知別紙）及び地域生活支援事業実施要綱（平成１８年８月１

日障発第０８０１００２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙１）に

規定する成年後見制度利用支援事業（以下「事業」という。）を本市が実施するにあ

たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 

（１）「対象者」とは、本市に居住する認知症、知的障害及び精神障害その他の精神上

の障害により判断能力が十分でない者をいう。ただし、本市に居住しない認知症、知

的障害及び精神障害その他の精神上の障害により判断能力が十分でない者のうち次

のア～ウに掲げるものについては、関係自治体と協議の上決定するものとする。 

ア 介護保険法第１３条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者 

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第１９条の規定

に基づき本市が介護給付費等の支給決定を行っている者、又は第５２条の規定に基づ

き本市が自立支援医療費の支給認定を行っている者 

ウ 生活保護法第１９条の規定に基づき、本市が保護を決定し、実施している者 

（２）「親族等」とは、対象者本人、対象者の配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、

未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人

又は検察官をいう。 

（３）「市長請求」とは、対象者について、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第３２条、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２８条又は精神保健福祉

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５１条の１１の２

の規定に基づき、市長が後見、保佐又は補助開始等の審判の請求を行うことをいう。 

（４）「親族等請求」とは、対象者について、民法（明治２９年法律第８９号）第７条、

第１１条、第１３条第２項、第１５条第１項、第１７条第１項、第８７６条の４第１

項又は第８７６条の９第１項の規定に基づき、親族等が後見、保佐又は補助開始等の

審判の請求を行うことをいう。 

（５）「入所・入院」とは、別表１に掲げる施設等に入所又は入院することをいう。 

（６）「在宅」とは、前項に該当しないことをいう。 

 

（実施主体） 

第３条 事業の実施主体は千葉市とする。 

２ 市長は、事業を適切に実施することができると認められる法人に事業の一部又は全

部を委託することができる。 

 

（事業の内容） 

第４条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 



（１）市長請求に要する費用の助成 

（２）親族等請求に要する費用の助成 

（３）成年後見人、保佐人、及び補助人（以下「成年後見人等」という。）の報酬の助

成 

 

（対象費用） 

第５条 助成対象費用は、第７条各号に掲げる助成要件を満たす対象者に係る以下の費

用とする。 

（１）市長請求に要する費用 

（２）親族等請求に要する費用 

（３）成年後見人等（当該請求の対象者の配偶者及び四親等内の親族を除く。）の報酬

の全部又は一部 

 

（成年後見人等報酬助成） 

第６条 成年後見人等の報酬の助成は、家庭裁判所が決定する報酬の期間（以下次項に

おいて「対象期間」という。）に応じて行うものとする。 

２ 前項に規定する対象期間に、次条各号に掲げる助成要件を満たさない期間（以下こ

の項において「除斥期間」という。）が含まれる場合、成年後見人等の報酬の助成に

係る期間（以下「報酬助成対象期間」という。）は、対象期間から除斥期間を控除す

るものとする。 

３ 成年後見人等の報酬の助成に係る額（以下この項において「報酬助成額」という。）

は、家庭裁判所が決定する報酬額とする。ただし、家庭裁判所が決定する報酬額が、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上回る場合、報酬助成

額は当該各号に定める額とする。 

（１）対象者が入所・入院している場合 月額１８，０００円に報酬助成対象期間を乗

じた額 

（２）対象者が在宅である場合 月額２８，０００円に報酬助成対象期間を乗じた額 

（３）助成対象期間に前２号の期間が混在する場合においては、在宅の日が１日以上あ

る月はその月の上限額を２８，０００円とし、これらを合算して当該助成対象期間の

上限額を求める。 

 

（助成要件） 

第７条 助成要件は、対象者のうち、第２条第３号又は第４号の規定により審判された

者であって、下記のいずれかに該当する者とする。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者 

（２）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１項に規定す

る支援給付を受けている者 

（３）対象者の属する世帯全員が市民税非課税（審判のあった月の属する年度（審判の

あった月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分が、市民税非課税である

ことをいう。）であって、別表２に定める収入及び資産基準の両方を満たす者 



 

（助成の申請） 

第８条 成年後見人等が報酬の助成の申請をするときは、審判の確定日の翌日から起算

して１年以内に成年後見人等報酬助成申請書（様式第１号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 親族等が親族等請求に要する費用の助成の申請をするときは、審判の確定日の翌日

から起算して１年以内に親族等審判請求費用助成申請書（様式第３号）を市長に提出

しなければならない。 

 

（対象者死亡後の報酬助成） 

第９条 対象者が死亡した場合において、後見人等報酬で支給しなかったものがあると

きは、その者の成年後見人等であった者は前条の規定により申請することができる。 

２ 前項の場合において、死亡時に対象者に資産がある場合、その資産から後見人等報

酬額を控除してなお不足する額のみ、第６条第３項に定める上限の範囲内で支給する。

ただし、対象者の資産の内、不動産等については控除の対象としないものとする。 

３ 前２項の場合において、死亡した対象者に債務が残り、当該資産からその債務の整

理が行われるときは、その者の成年後見人等であった者が支払うべき債務額を明らか

にした場合に限り、当該債務額を控除した資産額から後見人等報酬額を控除してなお

不足する額のみ、第６条第３項に定める上限の範囲内で支給する。ただし、対象者の

資産の内、不動産等については控除の対象としないものとする。 

４ 前３項の場合において、死亡時に対象者に資産があるにもかかわらず、その者の成

年後見人等であった者が後見人等報酬額を控除せず相続人に預貯金を引き継いだ後

に支給申請を行ったときは、原則支給しない。 

 

（助成の決定） 

第１０条 市長は第８条第１項の申請があったときは、これを審査し、成年後見人等報

酬助成（決定・却下）通知書（様式第２号）により、成年後見人等へ通知するものと

する。 

２ 市長は第８条第２項の申請があったときは、これを審査し、親族等審判請求費用助

成（決定・却下）通知書（様式第４号）により、対象者又は親族等へ通知するものと

する。 

 

（市長請求に要する費用の助成） 

第１１条 市長請求に要する費用の助成は、市長が、家庭裁判所に対し、家事事件手続

法（平成２３年法律第５２号）第２８条第２項各号に規定する者に対する費用負担命

令を求める申立てを行わない方法により行うものとする。 

 

（市長請求の判定） 

第１２条 市長は、市長請求を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘

案するものとする。 

（１）対象者の事理弁識能力の程度 



（２）対象者の親族の存否及び当該親族が審判請求を行う意思の有無 

（３）対象者の親族による保護の可能性 

（４）市又は関係機関が行う各種サービスの活用による対象者への支援策の効果 

（５）対象者の生活、資産及び収入の状況 

 

（市長請求の手続） 

第１３条 市長請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭

裁判所の定めるところによる。 

 

（市長請求の費用負担） 

第１４条 市長は、家事事件手続法第２８条第１項の規定により、市長請求に係る費用

（以下「市長請求費用」という。）を負担する。 

 

（市長請求費用の求償） 

第１５条 市長は、対象者が第７条各号に定める要件のいずれにも該当しないときは、

前条の規定にかかわらず、本市が負担した市長請求費用の求償権を得るため、家事事

件手続法第２８条第２号による費用負担命令を求める申立てを家庭裁判所に対し行

うものとする。 

 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当

分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、平成２２年４月１日から

平成２７年３月３１日までに、第８条第２項により親族等請求に要する費用の助成を

受けた者であって、第５条第１項及び第６条の要件を満たし、第７条第１項の申請を

行う場合は、平成２７年４月以降の月分について成年後見人等の報酬の全部又は一部

を助成対象とする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の規定は、平成２９年４月以降の月分に係る成年後見人等の



報酬の助成について適用し、同月前の月分に係る成年後見人等の報酬の助成について

は、様式第１号から第４号までを除き、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当

分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成３０年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当

分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当

分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当

分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当

分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



（別表１）施設等 

根拠法令 施設等名称 

生活保護法 保護施設 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律 

・障害者支援施設 

・のぞみの園 

・共同生活援助が提供される共同生活住居 

・福祉ホーム 

老人福祉法 
・老人福祉施設 

・有料老人ホーム 

介護保険法 

・介護保険施設 

・特定施設 

・認知症対応型共同生活介護が提供される施設 

・介護予防認知症対応型共同生活介護が提供さ

れる施設 

医療法 ・医療提供施設 

－ その他市長が認める施設 

 

 

（別表２）収入及び資産基準 

世帯の人数 世帯合計収入額（年額） 資産（現金、預貯金、有価証券等） 

単身世帯 １５０万円以下 ３５０万円以下 

２人世帯 ２００万円以下 ４５０万円以下 

３人世帯 ２５０万円以下 ５５０万円以下 

４人以上世帯 

２５０万円に、世帯員４人目

以降１人につき５０万円を加

えた額以下 

５５０万円に、世帯員４人目以降 

１人につき１００万円を加えた 

額以下 

（注） 

世帯合計収入額及び資産の確認は、本人については家庭裁判所に提出した、財産目録の

写し及び預貯金通帳等の写しにより審査するものとし、本人以外の世帯員については様

式第５号を審査するものとする。また、助成申請の内容により下記①、②のとおり提出

するものとする。 

  ①親族等審判請求費用   法定後見・保佐・補助申立ての審判請求時のもの 

  ②成年後見人等報酬助成  報酬付与の申立ての審判請求時のもの 

ただし、本人に居住の用に供する家屋及び日常生活に供する資産以外に活用できる土

地・建物等固定資産がある場合は、上記のほか、直近の固定資産評価証明等により資産

とみなすものとする。 

 


